
亀山市告示第２４７号  

 亀山市市民参画協働事業推進補助金交付要綱の一部を改正する告

示を次のように定める。  

  平成２８年１２月２８日  

亀山市長  櫻  井   義  之  

 

亀山市市民参画協働事業推進補助金交付要綱の一部を改正す

る告示  

 

 亀山市市民参画協働事業推進補助金交付要綱（平成１８年亀山市

告示第１６号）の一部を次のように改正する。  

 様式第４号備考を削る。  

   附  則  

この告示は、公表の日から施行する。   


